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法人税法における

使途秘匿金の費用性について

一 「公正妥当な会計処理基準」の考察を手掛 りとして一

1は じ め に

宮 本 幸 平

平成5(1993>年 に顕在化 した大手ゼネコン疑惑および政治家への闇献金問題

が社会的関心事となるなかで,か かる不正な企業支出の経理手段 として,使 途

秘匿金の存在が一般に知られるところとなった%使 途秘匿金とは法人税額申告

の際に支出先を隠匿して課税庁に明かさない支出をいい,従 前より.法人税基本

通達9-7-20に おいて 「法人が交際費,機 密費,接 待費.などの名義をもって支.

出した金銭でその費途が不明なもの」は非損金 と規定されていた。ところが当

該支出では損金算入を自ら否認 して余分に税金を支払えば使途の明示を免れる

ことも制度上可能なため,賄 賂など不正性を付帯するとの批判がマス;]ミ ・政

界の間に噴出 した。そこで平成6(1994>年 度税制調査会はこれを受けて租税特

別措置法弟62条 を制定 し,支 出先が隠匿された場合に従来の法人税基本通達9

一.7-20による損金不算入に加え,さ らに追徴課税を決定するに至ったのである。

しか しながら使途不明な支出に対する法人税法の判示および学説は,必 ずし

もこれを非損金 とすることで..一致をみているわけではない。.東京地裁昭和51

1〕 国税庁 の調査に よる使 途秘匿金の総額は,平 成4年 度 の595億 円を ピー クに減少 を続 けている

も.のの,平 成8年 度には未だ245億 円が計上 されている。なお企業支出 にお ける支払 先,接 待先

などの費途が明 らかでない支出は これまで 「使途不明金」 と称 されていたが,平 成6年 度 の租税.

特別措置法第62条 制定に際 して同一趣 旨の支出が 「使途秘匿金」 と称 され,今 日で はこれが.般

的な通称 となっている。
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(1976)年7月20日 判決では,過 去の事績や同業他社との比較において金額を逸

脱 しなければ損金と推認 しうるものと判断してお り2㌧また松沢智教授 は通常

の範囲で業務遂行に必要な,「相当性翌 を持 った使途不明な支出の損金性を是

認 しでいる。東京地裁判決判示および松沢智教授の所説は,必 ず しも使途秘匿

金税制における支配的な考え方ではないが,同 判決が最高裁でも支持されたこ

と,お よび松沢智教授が当該問題研究の第.一人者であられることを勘案すると,

少数説とはいえ,こ れを看過せずに十分に検討することが必要となってくる。

そζで本稿では,使 途秘匿金が法人税法上の損金性を具備するか否かについ

て改めて考察を加えたいと考える。考察をすすめるにあた?て は,使 途秘匿金

が法的根拠をもたない 「法人税基本通達」によって非損金 とされている点に着

目し,か かる法運営の是非を検討の糸口としたい。法人税法において非損金と

なるには,本 来 「別段の定め」1}.による規定が必要であるべきところ,当 該規

定のない支出を非損金 とする場合には,法 解釈上,「 法人税基本通達」ではな

く法人税法第22条4項 の 「一般に公正妥当と認められる会計処理基準」(以下,

公正妥当.な会計処理基準)を 斟酌 して判断すべきと考えられる に の点は第H

節で言及)。 そこで以下では 「公正妥当な会計処理基準」に則 して,使 途秘匿

金の損金性をあらためて考察 したいとおもう。

11.損 金認識基準としての 「公正妥当な会計処理基準」をめぐって

(t)使 途秘匿金の損金認識基準

使途秘匿金に関する先行研究では,損 金不算入の根拠を明らかにすることが

2>判 示で は,支 出由金額,接 待の態様,過 年度 の実績,同 種事業法人 との比較から事 業遂行上必

要と認め られ る以上は交際費 と認めるべ きとしてい る(『訟務 月報」22.11.2021)。 また同判決 の

控訴審であ る最高裁昭和54年9月20日 判決 も原審の判断 を.支持 してい る。 この点は,松 沢智 『租

税実体法」中央経済杜,1994年,355べ 「 ジ参照。

3)松 沢智,同 上書,350ペ ー ジ参照。

の 課税所得の計算を全面的に.企業会計上の処理.基準 に依存で きないこ とから,税 法独 自の規制 を

加 える必要があ り,そ の主たる ものが 「別段 の定め」であ る。 これには例えば受取配 当金の益金

不算 入 〔第33条),繰 越欠損 金の損金算入(第55-59条)な どがある。 この点は中村利雄 『法人

税 の課税所得計 算』 ぎ ょうせ い,1990年,21-23ペ ージ参照。
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主 た る考 察 課 題 とな って い る。 例 え ば 田 中章 介 公 認 会 計士 は損 金 不 算 入 の根 拠

と して,① 相 手 先 を 明 らか にで きない 企 業 支 出 は 業務 に 関連 す る もの と い え な

い こ と,② 相 手先 を 明 らか に しな けれ ば 受:領者 か ら徴 収 で きな い た め に代 替 策

と して 課 税 す る こ と,③ 課 税 当 局 に対 し損 金 性 が 立 証 で きな い こ と,の3点 を

挙 げ て い る㌔ また 松 沢 智 教 授 は非 損 金 とな る根 拠 につ い て,企 業 支 出 が 費 用

性 を具 備 す る に は 「通 常 か つ 必.要な もの」6,とい う要 件 が必 要 で あ り,自 己 の

支 出 先 を明 らか にで きない の は違 法 ・不 当 な 支 出 で あ る場 合 が 多い か ら,こ れ

は通 常か つ 必 要 な支 出 で は な く,し た が って損 金 に は あ た ら ない.と主 張 す る。

さ らに使 途 秘 匿金 は取 引 先 へ の 課 税 を 回 避す る た め の 隠匿 で あ るた め,相 手 方

との 共謀 に よ る税 通 脱 の 行 為 責 任 に対 し,.課 税 の根 拠 を見 出 して い る%一 方,

首藤 重 幸 教 授 は基 本 通 達9-7-20の 実 質 的根 拠 が,① 事 業 関 連 性 お よび必 要 性

が判 断 で き ない こ と(事 実 認 定 困 難説),② 法 人 税 法 弟22条3項 の 債 務 確 定 基

準 の うち,債 務 の 成 立 に つ い て.支出先 が 不 明 なた め要 件 を 充足 しな い こ と(債

務 不 確 定 説),③ 相 手 方 が 免 れ た 課 税 を負 担 す べ きで あ る こ と(代 替 課 税 説 〉,

にあ る と考 えて い る%

しか し他 方 で,東 京 地裁 昭和51(1976)年7月20日 判 決 は使 途 の不 明瞭 な交 際

.費 に対 し,過 去 の 支 出事 績 や 同業 他 社 との 比 較 にお い て金 額が 逸 脱 してい な.け

れ ば 業 務 上 必 要 な もの と判 断 して損 金 と推 認 して い る 。 ま た松 沢 智 教 授 は,.使

途 秘 匿 金 で あ る 「交 際 費 は企 業 にお い て 事 業 を.遂行 す る うえ に 当然 発 生 す る も

の で あ り,収 入 に対 応 す る通 常 範 囲 の 交 際 費 は 原 価 性 を もつ こ とに な る」9}.と

5〕 田中章.介『判例と租税法律主義」中央経済社,1994年,67ぺ みジ参照。

の.税 法における 「通常な支出」.とは,事 業慣習や社会通念か らみて通常な支出か否かをいい,.

「必要な支出」.とは.当 該支出が事業にとって有益であるか否かをいう。この点は中村利雄,前

掲書,110ペ ージ参照。

7)松 重只管,前 掲書,361.362ペ ージ参照。

8)首 藤重幸 「使途不明金の理論的検討」r日税研論lVOL.1,日 本税務研究センター,1986年,

217ページ参照。首藤教授はこの他にも,注 入税法における記載義務の違反とする 「義務説」,相

手先の免税による国家の租税損失を賠償すべきとする 「危険責任説」などを損金不算人の根拠と
して列挙している。

9)松 沢智,前 掲書,350ペ ージ参照。また商品化.入など対価性が明確なものに限り,租 税特別措.

置法弟62条2項 で(類 が相当と認められる)使 途秘匿金を損金と規定している。
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主張 している。したがって,法 人税法基本通達および法人税租税特別措置法で

.は使途の明らかでない支出を非損金 と規定するにも拘わらず,税 法判例および

税法学説は統一見解を示していないことになる。.そして当該意見対峙の解決を

図るには,制 度的に非損金であることを前提にしつつ,理 論的に使途秘匿金が

損金性を具備するものかを検証する必要が生じるのである。

ではいかなる観点をもって使途秘匿金の損金性を理論的に検証すべ きであろ

うか6法 人種法判例では一般に,損 金性の判定基準を 「通常かつ必要性」およ

び 「業務関連性」剛に求めており,上 述 した先行研究においても損金不算入の

根拠に当該基準が援用きれている。しかしこの点につ き中村利雄教授 は,損 金

性の判定基準に 「通常かつ必要性」および 「業務関連性」を援用すべきではな

く,「別段の定め」 による規定以外の取引は,法 人税法弟22条4項 の 「公正妥

当な会計処理基準」によって損金性を判定すべきと主張する。これはわが国の

法人税法においてはアメリカ内国歳入法典162条 ㈲ にみられる 「通常要する費

用」の要件が個別に規定されていない ことを根拠 とし,法 解釈に従 うならば

「公正妥当な会計処理基準」を所得計算の拠 り所にすべ きとしたものである11}。

Il1村利雄教授によμば,法 人税法第22条4項 の規定は課税所得計算における

会計慣行の尊重を要求するとともに,課 税所得と会計上の利益 とは法人税法の

「別段の定め」にあるものを除いて原則的に.一致することを明らかにしたもの

とされる。 したがって 「別段の定め」による規定がない使途秘匿金を税法上非

損金として扱 うには法人税法第22条4項 の 「公正妥当な会計処理基準」による

裏付けが必要とな り,換 言すれば,法 人税法基本通達9-7-20に よって使途秘

匿金を非損金と扱 うことは法解釈上できないわけである。

図1は 法人税法.における損金の範囲を概念化したものであるが,斜 線部分が

「別段の定め」による調整部分であり,白 地部分は企業の経理が 「公正妥当な

10)「 業務関連性」 とは企業 の事業活動 と直接関連性を有 するか 否かをい う 〔一杉直r脱 税工作の

ための支出金の損金性ifジ ュリス ト租税判例.百選』有斐 閣,1992年,79ペ ージ参照)。

11)中 樗 利雄,前 掲 書,113-115ペ ー ジ参照。ま た田中章 介公認会計士 も法 人税法 第22条4項 に

よって使途秘匿金の損金性 を判断すべ きとしてい る。 この点ぽ田中章介,前 掲書,69ペ ー ジ参照。
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図1法 人税における損金 の範 囲

費用 ・.損失.の額

損金算人額

⑧ ⑧

損 金不 算 入 額

損 金 の額

出所:中 村利雄 『法人税の課税所得計算」 ぎ ょうせい警1990年,18ペ ー ジ。

(斜線は 「別段 の定 め」の範囲を表す)

会計処理基準」に沿っているか.ぎり,そ のまま課税所得に受け入れられる部分

である。図において使途秘匿金を 「別段の定め」によらずAの 範疇(す なわち

非損金)に 含めるには,Bの 範疇に包含できないことを法人税法第22条4項 に

よって明らかにしなければならない。そこでもし課税当局が交際費を使途秘匿

金と判断し,企 業がこれを不服として係争 となった場合などは,決 算によって

帳簿を締切った取引につき,再 度 「公正妥当な会計処理基準」による損金性の

判定をすべ きと考えられる。

② 「公正妥当 な会計処理 基準」 の具体化

そ して 次 には,法 人税 法 第22条4項 の 「公 正 妥 当 な 会計 処 理 基 準 」 とば何 か

が 問 題 とな るの で あ る が,こ れ は具 体 的 に企 業 会計 原則 に準 拠 した処 理 基 準 と

解 釈 す る学 説 が 多 い 。武 田 隆 二教 授 は法.入税 法 第22条4項 の解 釈 につ い て,企

業 が 会 計 処 理 に用 い る基 準(な い し慣 行)の うち,公 止 妥 当 と認 め られ ない も

の を 税 法 で も認 め な い とす べ き と ころ,企 業 が 実施 す る会 計 処 理 基 準 の1つ で

あ る企 業 会計 原 則 は公 正 妥 当 な基 準 に包括 さ れ て税 法 に も適 用 され る もの と考

え る【2〕。

一 方
,松 沢 智 教 授 の所 説 に よ れ ば,会 計 処 理 に よ っ て得 られ る 数 値 は法 に

よ って規 定 され た所 得 を数 値 で 表 した結 果 にす ぎず,何 が 所得 で あ るか を決 定

す る法 規飽 性 は商 法 第32条2項 の 「公 正 ナ ル会 計 慣 行 」 に求 め るべ きで あ り,.

12)武 田隆二 『制度会計論』中央経済杜,1982年,141-153ペ ージ参照。
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これには企業会計原則に規定された以外の会計慣行も包含されるものと主張す

るユ%し か し中村利雄教授は,企 業会計原則が現行の企業会計の主要な位置を

占めているのは事実であ り,当 然 これは 「公正ナル会計慣行」に含めること炉

で きると考える1%.

いずれにせよわが国において企業会計の処理基準を最も詳細に規定 したもの

が企業会計原則であるため,こ れを 「公正妥当な会計処理基準」の代表例と考

えることが可能 といえよう。そして次節では,使 途秘匿金が税法上損金 と認識

しうるか否かを 「公正妥当な会計処理基準」である企業会計原則および当該原

則の拠 り所 となった通説的会計理論にもとづいて検討することにしたい。

III「 相当性」をもった使途秘匿金の損金性の検討

〔1)交際費における 「相当性」の是非

車京地裁昭和51(1976)年7月20日 判決では,使 途(具 体的には支出 ・接待

先)が 明らかでない(隠 匿した)交 際費を費用と推認 しており,松 沢智教授も

同判示を支持 して 「相当性」をもった額である使途秘匿金の費用性(税 法上の

損金性)を 是認 していることは前述 したとお.りである。

かかる判断は,交 際費が販売費および「般管理費(以 下,販 管費).に包括さ

れた費用であり,販 管費は固定性をもつ費用 と考えられるか ら15,,過去の事績

を斟酌 して 「相当性」をもった金額であれば固定的支出と推測し,当 該支出を

販管.費(に 包括される交際費)と 推認 したものとお もわれる。

しか し販管費の特質は固定的であることに加え,会 計期間を唯一の媒介 とし

13)訟 沢智,前 掲書,15学一160ペ ー・ジ参照。 また江村稔教授 も斟酌 すべ き 「公 正ナ ル会計慣行1は

企業会計原則だ けではない と考 えている。 この点 は江村稔1企 業会計 と商法』 中央経済社 一977

年,138ペ ー ジ参照。

14)中 柱利雄,前 掲書,83-85ベ ージ参照。

15)黒 澤清r近 代 会計入門垂 中央経済社,1985年,225ペ ージ参 照.黒 澤教授 は販管費の大部分が

固定 費に属 し,売 ヒ高の増減 と比例関係 にないもの と.考えている,ま た森 田哲彌教授 ぽ販管費 を

期 間対応費用 と考 える根拠が経 営活動 の水準 に拘わ らず 「企業規模」に応 じて固定 的に決まるこ

とにある としている。 この点 は 「損益計算の しくみ と作 成基準」 『財務諸表論の基本学習』 中央

経 済社,1987年,.28ペ ー ジ参照。
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て総収益と間接的な対応(以..F,期 間対応)に よって認識されることにあるL%

一方,税 法における設備資産取得の付随費用である交際費や,商 法上の繰延資

産として計上される市場開発に要 した交際費は,償 却資産の一部の効果が将来

に発現する費用 と位置付 けることが可能で,当 該特性に起因して繰延が是認さ

.れるものと考えることもできる。こうした交際費には収益との客観的な因果関

係を持つ 「個別対応性」が認められるので,当 該支出を資産の取得原価に算人

させ るか,あ るいは繰延資産として次期以降に費用化することが,収 益 ・費用

対応原則に沿った,よ り合理的な処理方法 となる。例えば操業用土地取得のた.

めの付近住民接待や,特 定商品の販売目的で顧客を饗応した場合は,個 別対応

の対象が明確 となろう。

そして交際費が個別対応性を包含するならぼ一概に期間対応費用と断定する

ことはできず,期 間対応性を具備 しなければ販管費としての特質が稀薄である

から固定性 をもった費用 とは必ず.しもいえない。.したがって過去の事績をもと

に 「相当性」の範囲内における使途秘.匿金 を交際費 と認めた東京地裁昭和51

(1976)年7月20日 判決は,法 人税法第22条4項 を斟酌するかぎり再考を要す

るものとなるのである。

② 販管 費認識 にお ける発生主義の適用

交 際 費 を含 む 販 管 費 の 個 別 対 応 性 に つ い て は,会 計 学 者 に よ る種 々 の見 解 が

見 受 け られ る。PatonandLittletonは,「 理 想 的 に は全 て発 生 し た原 価 ぽ,い

っ か 最 後 に特 定 の 売.ヒ品 目ま た は供 与 され た用 役 の 項 目 に関係 を持 つ とみ な さ.

れ るべ き」17:トと考 え て お り,飯 野利 夫 教 授 も,.販 管 費 の なか に に 直 接販 売 費 な

ど個 別 対 応 可 能 な もの が あ り,売 上 高 と販 管 費 と を全 て 期 間対 応 させ る こ とに

否 定 的 見解 を示 して い る18,。また 中村 忠 教授 に よれ ば,費 用 は発 生 主 義 の 原 則

16)飯 野利夫 「財務会計論」同文舘,1989年.11章36ペ ージ参照。.

17)W.A.Pat.,andA、C、Littlctりn,Aπ1η 跡04μ`如η印Cσ脚 顧α麓丑``棚陀ffηg5如π庸 ぬ.AAA,

ユ940,p、15、中島省吾訳 『会社会計基準序詞 森山書店,1971年,24ペ ージ参照。

18)飯 野利夫,前 掲書,11章5ペ ージ参照.
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によって財貨 ・役務を費消したときに認識されるが(発 生費用),発 生費用の

うち収益 ・.費用対応原則によって,実 現収益に対応する費用のみを期間費用と

して認識すべ きとしている19;。AAA対 応概念研究委員会においても,費 用と

して将来についての合理的な予測にもとづいての将来の収益を生み出す客観的

に識別できる能力が認められれば,そ の費用は繰延べられて次期以降の収益 に

対応されるべきと解されている2の。

一方,通 説的会計理論および現行実務慣習では,販 管費を財貨または用役の

費消事実によって期間費用 と認識 してお り,そ の論拠を発生主義に求める所謹

が多い。黒澤清教授は,販 管費が用役取得と同時にその対価を支出するもので

あるため,発 生主義の原則によって支出額を直ちに期間費用として計上すべき

と考 えてお り2り,山下勝治教授 も,用 役の費消は商品を媒介とせず一方的に発

生するために,発 生主義の原則のみで費用認識すべきと主張 している32}。また

アメリカにおけるF.ASB概 念書第6号 でも,特 定の収益に直接関係付 けられ

ない原価は,そ れが生 じた期間に費消された効益を獲得するために生じたもの

であ り,ま た関係付ける期間を決定する努力に値 しないために,原 価が生じた

期間に費用認識すべきとされており鋤,F.W.Windalも,販 管費の収益獲得へ

の貢献は用益を利用 した期間になされるため当該期間に費用計上すべきとし,

また財貨費消に対する支払いが会計人にとって費用認識の明確で客観的な証拠

となるため,対 応の過程は重要でないと考えている謝。

19)中 村 忠 『現 代 会計 学 」 白桃 書 勇,1979年,己9ペ ー ジ参 照 。

20)AAA、1964ConceptevdScndavdsResearchStndyCommittee,"TheMatchingConcept",

丁肋Ar`g㍑ 忽'〃gR6窃 θτひ,V.L40,No、2,Apt.1%5,p.370.

21)黒 澤 清r新 版 財 務諸 表 論 』 中 央 経 済 杜,1976年,199ペ ー ジ参 照 。

32)山 下 勝 治 『財務 諸表 原 則 論 」 中央 経 済 社,1970年,34ペ ー ジ参 照 。

23)FASB,.Statementf.黄7且 α'κ如'Aζ ωμ'躍如gCoη 即 応No.6」 捌例 例 おq≠'陥 凹ηd副5砲 診翻8職

rASB,1596、par、i49.平 松 ・夫 ・広 瀬 義 州 訳 『FASB財 務 会 計 の諸 概 念 』 中 央経 済 社,1990年,

355ペ ーージ参 照5

24)F、W.Windai,TheConceptofRealizationandItrApplication[nAccounlrng,Ph.D.Thesis.

Universityoffllinois,1959,p.85.



80〔438) 第161巻 第4号

(3〕 発 生主義適用の問題点

販 管 費 の即 時費 用 化 につ い て は,上 記 の諸 説で 示 した とお り発 生 主 義 の援 用

に よ る理 論 的 裏付 けが 存 す るわ けで あ るが,実 務 的 に は客 観 的 な対 応 付 けが 困

難 な ゆ え に,あ る い は他 に方 法 が ない た め に,支 出 時期 に 費用 化 す る ので は な

い か と考 え られ る 。 会計 理 論 に おい て は本 来,収 益 ・費用 対 応 原 則 に よ って 全

て の 発 生 費 用 を特 定収 益 に対 応 させ て認 識 す べ きで あ る と ころ,対 応 す べ き収.

益 の 特 定 が 恣 意 的 とな る た め便 宜 的 に期 間対 応 させ て い.ると考 え られ る ので あ

る。 こ の 点 を 指 摘 す る.もの と してPatonandLittletonは,販 贅 費 の 対 価 の

「取 得 活 動 が きわ め て 継 続 的 で あ る た め に,あ らゆ る種 類 の発 生 原価 を特 定 の

製 品項 目に躊 躇 な く配 賦 す る こ とは 困難 」鋤 と して い る。

武 田 隆二 教 授 は発 生 主 義 に よ る費 用認 識 に つ い て,こ れ を財 貨 費 消 が 財貨 発

生 と対 応 す る もの で あ る こ と を前提 と した 「数 割 当 て」劉 の 原 則 と規 定 して い

る。 した が って 当該 所 説 に よれ ば,費 消 財 貨 の測 定 の み を も って は 「数 割 当

て 」 が なさ れ た こ とに な らず,発 生 費 用 とは 認識 で きな い こ と に な る。 また 藤

井 秀 樹 教 授 は 「発 生 」 の概 念 につ い て,こ れ は操 作 性(operatlonality)を 欠

い た曖 昧 な概 念 で しか な く,発 生 主 義 を会 計 認 識 の 実 践 に 導 くに は,当 該 認 識

の プ ロ セ.スを操作 可 能 な もの にす るた め の ルー ルが 必 要 で あ り,こ の ル ー ルが

実 現 主 義 の原 則 お よ び収益 ・費用 対 応 原 則 で あ る と主 張 す る27,。

した が っ て期 間対 応 に よ る費用 認 識 の論 拠 を発 生 主 義 に 求 め た 上 記 の 諸説 は

実現 収 益 との 「数 割 当て 」 が考 慮 さ れ て お らず,費 用 認 識 に不 可 欠 な収 益 ・費

用 対 応 原 則 に もとづ い た操 作(operation)が 看 過 され て い る と言 わ ざ る を え

な い 。F.W.Windalの 所 説 で は,事 象 の 発 生 や財.貨費 消 へ の 支 払 い が 会 計 人

に と って 費用 認 識 の 明確 で 客 観 的 な証 拠 に な る とされ てい るが,費 用 は 費 消 さ

.25)W.A、PatonandA、C.Lit飴 ねn,⑫`琵,p.15.中 島省吾,前 掲訳書,24ペ ー・ジ参照。

36)武 田隆「 『最新財務諸表論」 中央経済杜,1992年.138一 ユ48ページ参照。

27)藤 井秀樹 「FASB1976年 討議資料の収益費用アプローチに関する検討」 「経済A1第146巻

第5・6号,1990年,11-12ペ ージ参照。また新井清光教授は,「発生」の概念は抽象的で発生事

実の認識と損益額の測定に主観や判断の介入する余地があるとしている。(新井清光 「新版財務

諸表論」中央経済社,1982年,177ペ ー・ジ参照。)
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れた財貨の支払によって認識されるのではなく,財 貨費消の結果(あ るいは成

果)と しての収益が実現 して,は じめて認識されるべ きである。またFASB

概念書第6号 では関係付ける期間を決定することが努力に値 しないために原価

が生 じた期間に費用認識すべきとしているが,な ぜ努力に値 しないかの説明が

なされていない。

企業において生じた費用に対 して収益を特定させることは企業会計原則の前

提事項であ り,財 貨費消の事実のみにもとづいて費用認識をおこなうべ きでは

ない。光熱費,賃 借料などの見越 しおよび繰延べは発生主義にもとづいた会計

処理 といわれるが劉,か かる発生主義ρ本質とは,当 該支出がなければ企業の

操業が維持できないから期間収益全体に貢献していることが明らかなために当

該期間収益全体と対応させ(収 益 ・費用対応原則),「 数割当て」によって費消

分を期間配分する(こ れが本来の発生主義)も のと斟酌すべ きである。

.したがって財貨および用役を費消.した事実にもとついて販管費を認識 し,.そ

の論拠を発生主義に求めることは,収 益 ・費用対応原則の看潭のみならず.発

生主義自体の解釈を誤謬したものと考え.ることができよう。

〔4}交際費の不可欠性

販管費である光熱費,賃 借料をはじめ租税公課や本社施設の減価償却費など

は特定の収益と個別対応させることはできないが,当 該支出がなければ企業の

操業が維持できないから期間収益全体に貢献していることが明確であるため,

期間対応費用として支出期間に認識 しうるものと考えられる。当該支出がなけ

れば操業が維持できないような企業にとって不可欠な支出を投入 し,結 果とし

て期間収益を実際に獲得した場合,当 該支出は収益獲得に貢献 したことが明確

となる。なぜなら当該支出が不可欠だとすれば,も しこれを投入しな.ければ企

業活動が存立できず,収 益が獲得できないからである。そして当該期間におい

て最終的に収益が獲得できた(ゼ ロでなかった)な らば,当 該支出が期間収益

28)山 群忠恕 『複式簿記鳳瑞 千倉書房,1984年,195-203ベージ参照。
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獲得に貢献 したことが明らかとなり,期 間対応費用となりうるのである。

・方
,同 様に販管費の一科目とされる交際費は,対 価 として期待で きる効用

が 「取引の円滑化」鋤であ り、かりに当該支出がなくとも企業の維持運営が可能

であるから,不 可欠な支出とは考えにくい鋤。 したがって交際費における収益

との期間対応性は光熱費や賃借料などに比べて稀薄であ り,期 間対応的性格を

もった費用とは断定できないと考えられる。そして交際費が期間対応費用 と断

定で きないならば固定的な費用 とはかならず しもいえないため,東 京地裁昭和

51(1976)年7月20日 判決がいう,過 去の事績に対 して 「相当性」をもった使途

秘匿金(で ある交際費〉を費用 と推認することはできないのである。

IV支 出 ・接待先明示の意義

以上のように,「相当性」をもった使途秘匿金の損金性を法人税法第22条4

項の 「公正妥当な会計処理基準」によって考察 した場合,か ならず しも損金 と

は断定できないものと結論付けられた。.もちろん現行の会計実務において,交

際費は他の販督責.と同様に支出期の総収益に期間対応させて費用化することが

認められている。しかし本質的に交際費の期間対応性は稀薄であるため,固 定

性および固定性に裏付 けられた 「相当性」を根拠として使途秘匿金を費用(種

法.ヒは損金)と 推認することはで きない と考えられる。

企業の視座に立脚すると,交 際費は取引先との関係を円滑化するために欠 く

べからざる費用であろう。そしてかかる費用を支出する本意は,将 来の収益が

期待でき,最 悪で も 「価値」(財 貨 ・用役の.企業経営者にとっての有用性)が

「原価」(取 得原価)だ けは回収できることにある3%し か し交際費が企業に

29)八 ツ尾順 ・「交際費』 中央経済社,1996年,74ペ ージ参照.

30)租 税特別措置法第61条 によれば,交 際費 とは 「没入がその得意先,仕.人 先等 に対す る接待,饗

応,慰 安,贈 答等の行.為のために支出す るもの」であ り,か り.に当該支 出が一切無 くな って も企

業活動 の維 持 は可 能であ ろ う。 この点 は岡部利良 「交際 費の利益 処分的性 格jr簿 記』VoL12

No.10,1961年,959ペ ージ参照。

31)藤 井秀樹 「取得原価 主義会計 にお ける未来事象 と利益測定 ⊂ ・完)」 『会計』第147巻 第4号,

1995年4月,93-94ペ ー・ジ参照。
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図2交 際費 におけ る収益対応 の概念図

当 期

商.品A

(441)83

交際費① → 顧客①

・臓 ②→[亜]→ 唖画

商晶D

次 期

商品C

とっ て不 可 欠 な費 用 と はい えず 期 間対 応 性 が 稀 薄 で あ るな らば,ど う して も個

別対 応 に 費用 性 の 論拠 を求 め ざ るを得 な い。 そ して 交 際 費 の個 別 対 応 付 け を会

計 処 理 に おい て具 現 化 す るに は,接 待 先 を明 示 す る こ とが必 要条 件 に な る と考

え ら れ る。.

図2で 示 し た とお り,顧 客① の接 待 に支 出 した 交 際 費① は,本 来 顧 客 ① に販

売 され た 商 品AとCに 配分 すべ きで あ るが,接 待 先 で あ る顧 客 を 明示 す る こ と

で,(か りに顧 客① へ 販 売 す る商 品 がAとCの み で あ る な ら ば)退 い て も交 際

費 ① は商 品AとCの 販 売 に対 応 す る こ と は明 らか とな る(配 賦 割 合 は考 え な い

も の とす る)。 そ して 同 様 に全 て の交 際 費 につ い て 接待 先 で あ る顧 客 を 明 示 す

.れ ば,当 該 支 出 は結 局 い ず れ か の商 品 に もれ な く対 応 す るた め32〕,企 業 に お け.

る全 交 際 費 が収 益 獲 得 のた め の 要 費 で あ る こ とが 明.らか とな るの で あ る。

もち ろ ん支 出 した交 際.費が どの 期 間 に従 属 す るか を特 定 す る こ とは 困 難iであ

るが,接 待 先 を 明 らか にす る こ とで 少 な くと も費 用 性 を付 帯 した 支 出 で あ る こ

と は 明 らか とな るわ けで あ る3㌔ この 点 につ き ア メ リ カの 内 国 歳 人 法274条 ㈲

32>接 待先が新規である場合に商品(製 品〕販売に帰結 しないことも想定されるが,か かる支出は

「将来の販売促準による経済効果」を求めるものであり,これは販売犀準禦gあ なう雷ρといえ

る.他 方,交 際費ほ 「取引関係の円滑化1が 目的であるから接待先は必ず既取引先であり,接待

支出は販売商品(製 品)に もれなく対応することになる。
33)交 際費の対価は飲食や遊興であって商品(製 品)の 価値増殖に寄サしないため,費 用発生の配

賦基準を見出すことは事実上不ロ1.能である。この点は,朝]監 査法人 『経理実務ハンドブック』/
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においては,交 際費支出が直接に納税者の事業または商業の意欲的な行動に関

係す.ること,ま たは当該項 目が直接に実質的かつ真正な商談の前後になされて

それが納税者の事業または商業の意欲的な行動と関連 した場合に,控 除項目と

して認められ,接 待目的,接 待者の氏名 ・社名 ・役職が保管されていれば損金

と認められる。従ってアメリカの税法では接待先明示が交際費の損金性認識要

件 として是認されているのである。

Vお わ り に

本稿で.は闇献金やリベー ト,賄 賂など不正支出の経理手段 として問題視され

ている使途秘匿金について,そ の費用性(税 法上の損金性)を 検討 してきた。

使途秘匿金は従前より法人税法基本通達9-7-20に おいて非損金 と規定され,

平成6年 度租税特別措置法では重加算税追徴措置が講ぜられた経緯があり,使

途が明確でない企業支出は非損金 とすることが法解釈及び運営における基本指

針となつ.ている。しかし東京地裁昭和51(1976)年7月20日 判決は,過 去の事績

などに対 して 「相当性」をもった額 と認められれば使途が不明瞭な企業支出を

損金 と推認 してお り,指 針は必ず しも首尾一貫 したものではない。そこで本稿

で.はかかる問題点の考察を担 うべ く,法 人税法第22条4項 の 「公正妥当な会計

処理基準」である企業会計原則および通説的会計理論によって,「相当性」を

もった使途秘濱金の費用性(税 法上の損金性).を考察 してきた次第である。

「相当性」を容認す る根拠 と考えられる交際費の固定性に焦点をあてながら

その妥当性を考察した結果,交 際費は理論的に期間対応性が稀薄であることか

ら期間対応費用に付帯す喬特質である固定性 を具備するもの とはいえず,し た

がって交際費が固定的支出であることを前提に 「相当性」をもった額の使途秘

匿金を損金と推認することはできないと結論付けた。 したがって使途が不明な

支出における費用認識の必要条件を充足させ るには,支 出.・接待先を明らかに

＼ 同 文 舘.1978年.423ペ ー ジ参 照,
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して 収益(を もた ら した 商 品)と の 対 応 を確 定 す る こ とが 最 低 限 必 要 な事 項 と

な るの で あ る。


